
様式 5（第 2 条関係） 

                               第         号 

                                 年   月   日 

 

            様 

                         浜松市長          印 

納 期 限 変 更 告 知 書 

地方税法第１３条の２第１項の規定により繰上徴収するため、次のとおり納期限を変更します。 

変更後の納期限までに、納付（納入）してください。 

納
税
者 

住所又は所在地 

 

氏名又は名称 

 

納付（納入）場所  

変更後の納期限    年  月  日     時   分 

税目 
課税 相当 期(月) 

税額(円) 納期限 課税情報 
通知書番号 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

合計    

備
考 

 

この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3月以内に、浜松市長(国民健康保険料の場合は、静岡県国民健康保険審査会)に対

して審査請求をすることができます(なお、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。ただし、地方税法第 19 条の 4(国民健康保険料の場合は、地方自治法第 231 条の 3 におい

て準用する地方税法第 19 条の 4)に該当する場合は、同規定に定める期限の方が上記の期限よりも早いときは、その早い方の期限までに審査請求をする必要があります。

また、この処分の取消しを求める訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6 月以

内に、浜松市を被告として(浜松市長が被告の代表者となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から

起算して 6 月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の①から③ま

でのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して 3 月を経過

しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由

があるとき(なお、国民健康保険料の場合を除き、②又は③の場合であっても地方税法第 19条の 13 に該当する場合は、同規定において準用する同法第 19 条の 4 に定める

期限を過ぎて処分の取消しの訴えを提起することはできません。)。[地方税法第 19 条,第 19 条の 4,第 19 条の 11,第 19 条の 12,第 19 条の 13,国民健康保険法第 91 条,第

98 条,第 99 条,第 102 条,第 103 条,地方自治法第 231 条の 3,行政不服審査法第 2 条,第 4条,第 18 条,行政事件訴訟法第 8 条,第 14 条] 

普徴：市民税・県民税（普通徴収） 特徴：市民税・県民税（特別徴収） 法人：法人市民税 固定：固定資産税・都市計画税 軽自：軽自動車税（種別割） 

事業：事業所税 市た：市たばこ税 鉱産：鉱産税 入湯：入湯税 国保：国民健康保険料 

平成３１年度以前の軽自動車税(種別割)は軽自動車税と読み替えてください。平成２７年度以前の国民健康保険料の場合、督促発送日の欄は督促状指定期限が記載されて 

います。令和６年度以降の市県民税には森林環境税が含まれています。 

【お問い合わせ先】  

 


